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取手市 福祉部 子育て支援課

令和７年度から保育施設の利用申込みがオンラインに！

24 時間いつでも！子どもが寝静まった後など、空いた時間に申請可能

茨城県取手市は、株式会社グラファーが提供するオンライン申請システム「Graffer スマー

ト申請」を活用し、保育施設の利用申込みをオンライン化します。全国でも事例が少ない、申

請内容を点数化する申請フォームを作成！保護者の納得感と業務の効率化を図ります。

令和６年４月１日に交付決定を受けたデジタル田園都市国家構想交付金を活用し、株式会社

グラファーが提供するオンライン申請システム「Graffer スマート申請」を導入しました。こ

れまでは申込みのために子どもを連れて窓口にお越しになる方が大半でしたが、オンライン化

することで、子どもが寝静まった後など、空いた時間に申請が可能となりました。保護者は、

書類に何度も保護者や子どもの名前を書くこともなくなり、申請にかかる時間が削減されま

す。申請に必要な添付書類は Excel、Word、PDF のほか、JPEG でもアップロード可能のため、

スマートフォンで写真を撮ったものを提出することができます。また、申請内容に不備があっ

た場合、子育て支援課から差し戻しの通知とコメントが入ったメールが届くため、書類の再提

出のために来庁する手間や、電話でのやり取りなども無くなります。

保育施設オンライン申請のイメージ図



「Graffer スマート申請」は、申請フォームに自動計算機能を備えています。全国でも数少

ない試みとして、申請内容に点数を紐づけし、保護者が入力した内容に基づいた点数を表示す

ることができます。これによって、利用調整の結果に対する保護者の納得感と、利用調整する

職員の事務負担の軽減を図ります。

利用調整の結果については、これまで紙で通知を送付していましたが、申請者に対して PDF

を送付する機能を活用し、承諾・不承諾の通知や保育の認定証、利用者負担額（保育料や副食

費免除）の通知をデータで送付します。

令和６年度中の申請については試験的に導入しており、１１月２０日（水）から受付を開始

する令和７年４月申請から完全オンライン化いたします。

令和７年度保育施設等利用のお申込みについての詳細はこちら →

https://www.city.toride.ibaraki.jp/kosodate/kurashi/kosodate/hoikujo/r3hoikuriyou.html

問い合わせ先

取手市 福祉部 子育て支援課 保育係

担当者：梅崎

電話：0297－74－2141（内線 1349）
E-mail：kosodate@city.toride.ibaraki.jp



　　　　 取手市　×　　　　

令和7年4月分から
　　　　（2025年）

保育施設利用の

オンライン申請

　　始まる！！

■オンライン申請の主なメリット

・子どもを連れて市役所に行かなくて済むから便利！

・24時間申請ができるから、子どもが寝静まった後など、空いた
　時間に申請できる！

・申請に関する疑問はその場で解決！書類に不備があった場合
　も、お知らせしてくれる！
　　※その他のご相談は子育て支援課の保育コンシェルジュへ！

【問い合わせ先】 取手市役所　子育て支援課　保育係 
TEL：0297-74-2141 　e-mail kosodate@city.toride.ibaraki.jp 

詳細は令和6年秋頃
HPなどでお知らせします



オンライン申請方法

推奨環境以外のOS／ブラウザでアクセスした際、

オンライン申請が利用できない場合があります。海外

ブラウザには対応していないため、海外からお申し込み

のかたは子育て支援課までお問い合わせください。

【iPhone】iOS最新版

【Android】Android最新版

【ブラウザ】Safari、Google Chrome、Edge、

Firefoxの最新版

①手続き内容に間違いがないか、手続き名を

確認してください。

②「新規登録またはログインして申請」を

選択してください。

※「アカウント登録せずにメールで申請」からも

お手続きは可能ですが、申請途中でログアウトした場合、

一時保存がされず申請は初めからになります。

③Google、LINEアカウントをお持ちの方は、そちらを

使用してログインが可能です。

④新規にGrafferアカウントを作成する場合は

「新規アカウント登録」を選択してください。

①

②

③

④
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【新規アカウント登録を選択した場合】

⑤氏名、メールアドレス、パスワードを入力の上

「Grafferアカウントに登録」を押してください。

⑥登録したメールアドレス宛にGrafferからメールが

届きます。記載内容に従い、本登録を行ってください。

⑥

⑤
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⑦必須事項を入力してください。必要に応じて

任意事項の入力もお願いします。

※必須事項が未入力の場合、次のページに進む

ことができません。

⑧ログインしている場合、次のページに進むタイミングで

一時保存されます（保存期間30日）。

【添付ファイルについて】

⑨1ファイルあたりのサイズ上限は3MBです。

適宜サイズの調整を行ってアップロードしてください。

PDF／ Excel／Word／JPEGファイルの添付が

可能です。

⑧

⑦

⑨
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⑩すべての項目を入力すると、申請内容の確認が

表示されます。確認して「この内容で申請する」を

押してください。

「申請が完了しました」という画面が表示されたら

お申し込み完了です。

登録したメールアドレスに「申請受け付けのお知らせ」が

届きます。申請時の注意事項等が記載されて

いますので、ご一読ください。

⑪「申請内容はこちら（申請詳細）」を押すと、

申請の状況（ステータス）を確認できるほか、

申請した内容を複製して、きょうだい分の入所申請を

行うことも可能です（5ページ⑬参照）。

⑩

⑪
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「申請内容はこちら（申請詳細）」を押すと

左記の画面が表示されます。

受け付けお知らせメールに記載のURLからも

同じ画面をご覧いただけます。

⑫「申請を取り下げる」から申請取り下げが可能です。

ただし、⑭の対応ステータスが「受付済」から「処理中」に

変わると取り下げることはできません。

取り下げ希望の場合は子育て支援課へご連絡ください。

⑬「この申請をもとに新規申請」を押すと、内容を

複写して新しく申請ができます。きょうだいの申請を

行うときなどにご活用ください。

⑭対応ステータスは以下の4つになります。ご自身の

申請がどのステータスに該当しているかご確認ください。

・受付済…お申し込みが完了した状態です。これから

職員が内容を確認します。

・処理中…職員が内容を確認しています。

・完了…申請内容に不備等がなかったため、こちらの

内容で入所判定会議にかけます。

・差し戻し…申請内容に不備があるため、申請を

差し戻しています。不備の内容はメールや電話で

お知らせいたします。

⑫ ⑬

⑭

7

7
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